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平成16年 第１回（臨時）周 防 大 島 町 議 会 会 議 録（第３日） 

                             平成16年11月26日（金曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第３号） 

                         平成16年11月26日 午前９時38分開議 

 日程第１ 議案第２号 平成１６年度周防大島町一般会計暫定予算の専決処分の承認を求める

ことについて 

 日程第２ 議案第３号 平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第３ 議案第４号 平成１６年度周防大島町老人保健事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第４ 議案第５号 平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第５ 議案第６号 平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第６ 議案第７号 平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第７ 議案第８号 平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて 

 日程第８ 議案第９号 平成１６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第９ 議案第10号 平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第10 議案第11号 平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計暫定予算の専決処分の承認

を求めることについて 

 日程第11 議案第12号 平成１６年度周防大島町交通災害共済事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第12 議案第13号 平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて 

 日程第13 議案第14号 周防大島町指定金融機関の指定の専決処分の承認を求めることについ

て 
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 日程第14 議案第15号 柳井地区広域消防組合への加入の専決処分の承認を求めることについ

て 

 日程第15 議案第16号 柳井地区広域事務組合への加入の専決処分の承認を求めることについ

て 

 日程第16 議案第17号 柳井地域広域水道企業団への加入の専決処分の承認を求めることにつ

いて 

 日程第17 議案第18号 山口県市町村公平委員会への加入の専決処分の承認を求めることにつ

いて 

 日程第18 議案第19号 山口県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の変更の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第19 議案第20号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村非常勤

職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

変更の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第20 議案第21号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県自治会館管理

組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第21 議案第22号 光市・大和町の廃置分合に伴う山口県東部地方税整理組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を求めるこ

とについて 

 日程第22 議案第23号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村職員退

職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決

処分の承認を求めることについて 

 日程第23 議案第24号 大和町、楠町及び山陽地区消防組合の脱退に伴う山口県市町村職員退

職手当組合の財産処分の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第24 議案第25号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村消防団

員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専

決処分の承認を求めることについて 

 日程第25 議案第26号 大和町、楠町及び山陽地区消防組合の脱退に伴う山口県市町村消防団

員補償等組合の財産処分の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第26 議案第27号 相互救済事業経営を財団法人全国自治協会に委託の専決処分の承認を

求めることについて 

 日程第27 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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 日程第28 柳井地区広域消防組合議会議員の選挙について 

 日程第29 柳井地区広域事務組合議会議員の選挙について 

 日程第30 柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙について 

 日程第31 議会運営委員会の閉会中の継続審査について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第２号 平成１６年度周防大島町一般会計暫定予算の専決処分の承認を求める

ことについて 

 日程第２ 議案第３号 平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第３ 議案第４号 平成１６年度周防大島町老人保健事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第４ 議案第５号 平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第５ 議案第６号 平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第６ 議案第７号 平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第７ 議案第８号 平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて 

 日程第８ 議案第９号 平成１６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第９ 議案第10号 平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第10 議案第11号 平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計暫定予算の専決処分の承認

を求めることについて 

 日程第11 議案第12号 平成１６年度周防大島町交通災害共済事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて 

 日程第12 議案第13号 平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて 

 日程第13 議案第14号 周防大島町指定金融機関の指定の専決処分の承認を求めることについ

て 
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 日程第14 議案第15号 柳井地区広域消防組合への加入の専決処分の承認を求めることについ

て 

 日程第15 議案第16号 柳井地区広域事務組合への加入の専決処分の承認を求めることについ

て 

 日程第16 議案第17号 柳井地域広域水道企業団への加入の専決処分の承認を求めることにつ

いて 

 日程第17 議案第18号 山口県市町村公平委員会への加入の専決処分の承認を求めることにつ

いて 

 日程第18 議案第19号 山口県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の変更の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第19 議案第20号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村非常勤

職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の

変更の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第20 議案第21号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県自治会館管理

組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の

承認を求めることについて 

 日程第21 議案第22号 光市・大和町の廃置分合に伴う山口県東部地方税整理組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を求めるこ

とについて 

 日程第22 議案第23号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村職員退

職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決

処分の承認を求めることについて 

 日程第23 議案第24号 大和町、楠町及び山陽地区消防組合の脱退に伴う山口県市町村職員退

職手当組合の財産処分の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第24 議案第25号 光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村消防団

員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専

決処分の承認を求めることについて 

 日程第25 議案第26号 大和町、楠町及び山陽地区消防組合の脱退に伴う山口県市町村消防団

員補償等組合の財産処分の専決処分の承認を求めることについて 

 日程第26 議案第27号 相互救済事業経営を財団法人全国自治協会に委託の専決処分の承認を

求めることについて 

 日程第27 同意第１号 周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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 日程第28 柳井地区広域消防組合議会議員の選挙について 

 日程第29 柳井地区広域事務組合議会議員の選挙について 
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事務局出席職員職氏名 

事務局長 山内 章弘君     議事課長 木元 真琴君 
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────────────────────────────── 

〔全員協議会〕 

午前９時38分開議 

○議長（新山 玄雄君）  おはようございます。これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布してあるとおりです。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１、議案第２号平成１６年度周防大島町一般会計暫定予算の専決

処分の承認を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  議案第２号平成１６年度周防大島町一般会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることにつきまして、補足説明を行いたいと思います。 

 今回の暫定予算は、昨日町長の提案理由にもありましたように周防大島町が発足いたしました

ことに伴いまして、地方自治法施行令第２条の規定に基づきまして、１０月１０日から１２月

２８日までを暫定期間と定めまして、この期間において歳入歳出される事項のみを計上すること

を原則とし、暫定予算を調整いたしております。 

 また、暫定予算の性質上、歳出におきましては義務的、経常的経費に限るものといたしており

ますが、年度途中の暫定予算でもありまして、災害復旧等の特に緊急を要する必要性を認められ

るというものにつきましては、例外的に計上いたしております。 

 したがいまして、旧４町において９月末までに御議決をいただき、あるいは専決処分された予

算の範囲内で暫定期間内に執行が見込まれるものを集約し、これに周防大島町として新規に実施

する必要のある町長選挙、あるいは町議会議員選挙等の経費を加え、合併に伴い大島郡環境衛生

施設組合、大島郡広域連合が廃止され、周防大島町の組織となりましたので、それらの経費を合
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わせて計上したところであります。 

 このような方針に基づき暫定予算の調整を行った結果、一般会計におきましては歳入総額

４２億４,２５９万５,０００円、歳出総額３６億１,９１３万５,０００円となり、１０月１日に

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき町長職務執行者において専決処分を行ったものであ

ります。 

 なお、一般会計に限らずすべての会計を通じ歳入歳出が一致いたしておりませんが、このこと

は先ほど申し上げましたように暫定予算期間中に見込まれるもののみを計上しておりますので、

このような状況となっておりますことを御理解賜りたいと存じます。したがいまして、これに伴

い暫定予算期間中に支払い資金に不足が生じた場合は、各基金の繰替運用あるいは一時借入金で

対応することといたしております。それと、今の一時借入金で対応するということにいたしてお

りますので、予算書の方の第３条に記載しておりますが、自治法２３５条の３第２項の規定によ

ります一時借入金の最高限度額を２０億円と設定いたしておるものでございます。 

 それでは、主な項目につきまして御説明を行います。 

 まず、歳入でございますが、町税は暫定予算期間中に収入が見込まれます町税は１億

８,５１０万８,０００円、地方譲与税６,２９５万９,０００円、利子割交付金３８０万円、地方

消費税交付金が１,８５０万円、自動車取得税交付金が２,６３０万円と見込み、災害対策に要す

る経費として１０月に繰り上げ交付されたものと１１月に交付予定のものを合わせ地方交付税を

２１億３,３５４万１,０００円と計上いたしました。 

 分担金及び負担金として、保育料等３,３０２万９,０００円、使用料手数料を７,２８８万

９,０００円を見込んでおります。 

 国庫支出金では国保基盤安定負担金、老人保護措置費負担金、私立保育所運営費負担金等が主

なものでございまして１億２,８９１万３,０００円を予定いたしております。 

 県支出金は国保基盤安定負担金、老人保護措置費負担金、私立保育所運営費負担金、福祉医療

費補助金、漁業経営構造改善事業補助金、県知事選挙等の委託金、統計調査費委託金、片添ケ浜

公園管理委託金等を見込み１億４,９４８万６,０００円を計上いたしております。財産収入には

教職員住宅家賃収入及び各基金の利息を計上いたしております。 

 繰入金では４町から引き継いだ土地開発基金１億円、奨学資金貸付基金４,０００万円を条例

において積立金をそれぞれ定めておりますので、各基金の剰余金を基金繰入金といたしまして受

け入れをいたしております。 

 また、諸収入におきましては福祉医療費高額療養費払い戻し金、ごみ収集袋の売上金等を計上

するとともに、旧４町及び周防大島広域連合、環境衛生施設組合の決算剰余金をそれぞれ旧４町

分を６億４,９０９万３,０００円、広域連合分を３億８,７３５万円、環境衛生施設組合分を
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３,２２９万３,０００円と計上いたしております。 

 また、公共施設の災害共済金２,３８２万９,０００円、災害復旧事業に充てるための市町村災

害基金組合積立金の取り崩しを行うつもりですが、その取り崩し額１億３,４６０万円等を合わ

せまして１３億３,５００万７,０００円を計上するとともに、町債を８,２１０万円と見込み、

歳入総額を４２億４,２５９万５,０００円といたしております。 

 次に、歳出におきましては、１款議会費では議員報酬、議事録作成委託料等議会運営に係る経

費３,４２３万１,０００円を計上いたしております。 

 ２款総務費で主なものにつきましては、各総合支所経費として各庁舎の維持管理費を計上する

とともに、合併に伴います電算統合経費等を含めた合併対策費５,０４２万８,０００円、町長選

挙費、町議会議員選挙費等を加えまして６億３,８３１万５,０００円を計上いたしたものでござ

います。 

 ３款の民生費では、福祉医療事業におきまして児童に係る医療費助成を小学校３年生までに拡

大し、障害者への支援費制度、老人保護措置、介護予防、地域支え合い事業等あるいは児童公園

整備、児童手当、町立保育所運営費、市立保育所運営委託費等々旧町で実施してまいりました各

種福祉サービスを引き続き実施するための経費を計上するとともに、周防大島広域連合からの剰

余金を介護保険特別会計へ繰り出す予算を含め７億７,８８４万円となっております。 

 ４款の衛生費には、保健衛生費において母子保健、各種検診事業、予防接種等に係る経費及び

合併浄化槽設置補助金２,０４６万６,０００円、各火葬場管理費等を計上いたしております。ま

た、清掃費において各町で実施しておりましたじん芥処理業務に加え、大島郡環境衛生施設組合

で行ってまいりました清掃センター、衛生センターの維持管理経費を合わせて計上し２億

２,２８６万３,０００円といたしております。 

 ５款の農林水産業費では、農業委員会に係る経費１,３８１万円、農林水産業の振興費、農道

等の農業基盤整備、椋野地区を初めとする町内各漁港改修等旧町でそれぞれ実施いたしておりま

した事業に係る経費として７億９,３８２万３,０００円を計上いたしております。 

 ６款の商工費には、商工振興事業１,７８６万１,０００円、廃止バス路線代替運行事業

２８４万３,０００円、緊急雇用対策事業並びに竜崎温泉、グリーンスティながうら、片添ケ浜

海浜公園等各種施設の維持管理経費で１億３,４１２万１,０００円の計上でございます。 

 ７款土木費におきましては、道路橋梁維持費２,８３０万３,０００円、道路新設改良費１億

２,１１３万５,０００円、河川管理費１,１１２万３,０００円、公営住宅管理費５,３３７万

２,０００円等合わせまして２億４,１９３万４,０００円を計上いたしております。 

 ８款の消防費では、柳井地区広域消防組合への負担金１億３,１９８万８,０００円、消防団に

係る執務報酬、防火水槽設置に係る工事請負費等を計上いたしておりまして、これらを含めまし
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て１億９,４７４万４,０００円を計上いたしております。 

 ９款教育費におきましては、事務局費には大島郡教育事務協議会を新町の組織に組み入れまし

たので、これに係る経費も合わせて計上するとともに、各小、中学校の管理経費、総合学習に係

る経費を計上いたしております。また、社会教育費及び保健体育費におきましては各地区公民館

あるいは図書館、資料館、スポーツ施設等の運営管理経費並びに生涯学習・文化・スポーツ活動

を支援する経費を計上し、総額２億８,８００万７,０００円となっております。 

 １０款の災害復旧費におきましては、主に台風１８号により被災をいたしました厚生労働施設、

農林水産業施設、公共土木施設、文教施設等々各種施設の災害復旧に係る経費２億３,３６８万

７,０００円を計上いたしております。 

 １１款の公債費は、暫定予算期間中に償還が必要な町債の元金及び利子並びに一時借入金の利

息を合わせまして２,２８２万４,０００円を計上いたしております。 

 最後に、予備費でございますが３,５７４万６,０００円の計上でありますが、予備費につきま

しては合併後、台風２３号が来襲いたしまして、本町におきましても台風１８号災害に加え、さ

らなる災害をこうむったところでございます。したがいまして、２,０００万円を充当し、災害

復旧に充てておりますことを御了承いただきたいと存じます。 

 以上、簡単でございますが、平成１６年度周防大島町一般会計暫定予算の概要につきまして御

説明を申し上げました。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決を賜りますようよろしくお願いをい

たします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。議案第２号、質疑

はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず１点は、先ほど椎木総務部長が言われた中で、いわゆる義

務的経費を中心にこの間支払うものということで補足説明がされました。その中で、例えば、た

だ単純に持ち寄ったもの、いわゆる旧町のときにそのまま持ち寄ったもの、必要不可欠と言いな

がら、例えば、町長交際費等については３１０万円余り入れております。これはどういう根拠を

もとに３１０万円という交際費がそのまま上がっているのかどうなのか、その辺がまず１点です。 

 それともう一点は、先ほど説明の中で旧町、いわゆる旧町から雑入で実際的に入った金が読み

上げられました数字６億４,９０９万３,０００円ということですが、旧町のそれぞれの入り状況、

いわゆる久賀町から幾ら、東和町から幾らという形で報告を求めたいというふうに思います。 

 それとあわせてもう一点は、今回特交が入っております。２億５,０００万円ぐらい特交がね。

その性質はいわゆる基本的には１２月、３月期が大体特交の時期ということなんですが、今回合

併に伴う特交分があるのかないのか含めて、特交の性質について聞いておきたいというふうに思

います。 
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 次に、歳出等について質問をしたいというふうに思いますが、歳出につきましては、１つは、

きのう条例で議論の中でありましたけど、今回老人憩いの家、これが新たに私どもではわからん

かったわけですが、実際的に橘町において町立老人憩いの家という格好で条例が採択されました。

その中で、いわゆる土地代金として計上されております。土地代金、いわゆる実際的には３０万

円そこそこでありますが、計上されておると思います。その点で大体幾らで、例えば、旧大島町

なら坪当たり１升５合とかいうのがありましたけど、橘町の場合はどういう状況なのか、いわゆ

る土地代について報告を求めたいというふうに思います。１個ずついきましょう。 

 以上。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、何点か御質問いただきましたけども、まず１点目の交際費の

件でございますけれども、これにつきましては旧４町の執行残を一応そのまま計上させていただ

いております。特に、それだけこの暫定期間中に必ず支出があるというわけではございませんが、

一応交際費につきましては合併後どのようなことがあるかもわかりませんので、一応執行残をそ

のまま計上させていただいたという考え方でとらえていただければと思います。 

 それから、各旧４町の決算の見込み、剰余金の御質問だろうと思いますけれども、旧久賀町分

でございますけれども、剰余金は５,５７５万５,０００円、それから、旧大島町分１億

７,２０６万９,０００円、旧東和町分１億６,７７８万円、旧橘町分２億５,１２６万

９,０００円と見込んで計上をしております。 

 それから、特交の性質ということでございますけれども、これは先ほど議員さんおっしゃった

とおり１２月と３月に交付予定になっております。で、まだ決定来ておりませんので、これはあ

くまで見込みとして計上させていただいたものでございます。ですから、これは合併に伴う部分

かどうかという意味ではなく、１２月交付予定ということで計上をさせていただいておるという

ことでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  老人憩いの家の土地代の算定基準のことでございますが、老人憩い

の家で土地の借地の上に憩いの家が建っておるということでございまして、町が土地代を負担し

ておるわけでございますが、これが元小学校の分校であったものを廃校になって、それを改造し

て憩いの家にしたという経緯からいたしまして、相当古い時代に既に借地契約を結んでおりまし

て、それから、例えば、物価上昇率等で改定を行ってきておりますので、今その根拠をと言われ

ても、なかなか明確にお示しできないと思っております。要するに、前年度の借地料に対しまし

て、そういうふうな公的機関から出ております上昇率等を勘案しまして、毎年度地主さんとお話

し合いをし、決定しておるものでございますので、御理解をいただきたいと思います。 
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○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう一つ、今度は歳出で二、三聞いておきたいんですが、１つ

は、通勤費等についてであります。今回通勤費を計上しております。実際、特に組んでおるのが

最初総務で組んでおります。この総務と言われるところは、結局は総合支所全域が入っちょるん

じゃなかろうかというふうに思います。これまで総合支所の機能については、かなり重要な役割

だというふうに聞いておりました。 

 しかし、今度は予算の立て方を見ますと、実際的には１つの目で組んでおるという状況になっ

ております。例えば、総合支所について、例えば、私たちは少なくとも非常に重要な位置づけな

ら、１つの目を起こして実際的に職員数、そして、１つの目立てでしていかんと、実際的に総合

支所の重要性が本当にあるのかないのか、非常にわかりにくいという状況なんですよ。 

 だから、少なくとも今回専決でやられておりますが、実際的には、私たちは少なくとも出張所

にしろ総合支所にしろ大事な、例えば、職員が１０数人おられて、そして、実際的には多くの業

務をするわけです。そういう場合は少なくとも１つの目で、いわゆる１つずつ作っていかんと、

非常に中身が私はあいまいになってくると。 

 それともう一つは、権限上の問題もいわゆる非常にあいまいじゃないかという面が出てくるん

じゃなかろうかと。いわゆるつくり方によってその辺はどのように認識されて専決されたのか、

聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  ただいまの総合支所の経費につきまして、目立てをして人件費等も

そこに計上すべきじゃないかということ、それから、権限上の関係で、きちっとした整理をして

予算計上をすべきじゃないかという御質問だろうと思いますけれども、確かにそういった議論あ

ろうかと思います。 

 そういった中で、今回の暫定予算、今後１６年度の新町の本予算の御議論をいずれいただくよ

うになりますけれども、今年度につきましては旧町の予算をそのまま集計して予算組みをしてお

ります。そういった中で、いろんな当然それぞれ総合支所で行ってる仕事も、例えば、本課とい

いますか、そちらの方の予算に含んだものを執行しておるというようないろんな状況、現在も出

てきております。ですから、そこらあたりは１７年度においてきちっと整理をしていきたいとい

うふうに私どもは考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １０月１日で専決されて、それで、実際、これは専決の内容で

す。今これが示されておるのはね。 

 ただ、専決はいわゆる引き継ぎ町長さんがやられたことかもわかりませんが、やっぱりその位
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置づけをきちっとしとかんと、位置づけをきちっと、総合支所のいわゆる機能、いわゆる位置づ

けをきちっとしたら、こんな専決にはならんはずです、私は実際的に。やはり言われるような、

本当に今まで言われた総合支所の充実、住民に迷惑はかけないというなら、基本的には予算立て

もきちっとやっぱり来年からと言わんこう、あるいは１２月からなら１２月から早い時期に私は

やるべきだというふうに考えております。それが本来の姿じゃないかというふうに考えておりま

す。これ汚点です。 

 それと、今回それぞれ旧町のいわゆる福祉の関係が出されております。それぞれ今年度におい

ては、それぞれの旧町が実施する分とほとんど旧町単位でやられる分がある。例えば、大島でい

えば「こんにちは赤ちゃん支援事業」なんかがこの中で計上されております。そういった点で、

実際的に今年度で廃止になるかもわからん施策について、専決の中で、どの程度の人数を見込ん

でいるかというところも聞いちょきたいというふうに思います。実際的に、いわゆる３カ月間で

ですね。ほいじゃけえ当初予算の残をそのまま出したというだけで、実際的には人数をつかんで

ないというのなら、それはそれ以外答弁がしようもないかもわかりませんが、実際的には先ほど

総務部長が言われたようにこの３カ月間で、いわゆるずっと先ほど説明されたのはこの３カ月で

義務的経費を中心に不可欠なもの、そして、この間３カ月間で支払いが起こるものという言われ

方をしましたので、こだわるわけじゃありませんが、やっぱりそれぞれ今年度この３カ月で出る

のか出ないのか、また、３カ月間で本当に払うのか払わないのかが非常にあいまいな専決の内容

になっておりますので、その辺含めて実際的にどうなのかという点で、福祉の施策の中で具体的

に今言いました福祉タクシーの状況とか、旧大島町で行う「こんにちは赤ちゃん支援事業」の状

況とか、どういうふうないわゆる中身になっておるのか、聞いておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  今、例でいただきました「こんにちは赤ちゃん支援事業」等ですけ

れども、私まだ人数何人というのは、私は把握はしておりませんけれども、当然この暫定の期間

中に出生が見込まれる人数で予算の計上といいますか、要求がいただいておる、それを計上して

おるという考え方でよろしいかと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  福祉タクシーは。いいですか。奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  福祉タクシー等につきましても、従来の実績を踏まえて３カ月分の

要求を計上しておるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はありませんか。伊東議員。 

○議員（２番 伊東 梅芳君）  歳出の６ページなんですけど、旧４町で台風１８号で補正組みま

した。その際、私、質問させていただいたんですけど、数字が、その数値がこれで足りるのかと。

すると執行部の方は多少多目に見積もってますということで、この災害復旧費の２億３,３００万
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円、また、予備費から２,０００万円という、補充という、この根拠をわかりましたら。説明願

います。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  これも先ほどから御答弁しておりますように、まず、９月末までに

各町で災害復旧費として予算計上されたもの、これで１２月までに支払いが見込まれるものを今

回は計上しておると。なおかつ、またですから、契約等の関係で、工期等の関係で今年中、

１２月２８日までに執行、支払いが見込まれないものについてはまだ計上してない部分もござい

ます。 

 また、災害復旧につきましては今、査定等も行っておりますので、そういった中で今後追加で

当然予算計上は行われる見通しでございます。ですから、今ある暫定の予算に計上しておるもの

ですべて災害復旧が終わるということではないということは御理解いただきたいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  伊東議員。 

○議員（２番 伊東 梅芳君）  この数字には当然２１号、２３号も含まれとると思いますが。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  災害復旧費として計上されているものは１８号までと理解しており

ます。で、２３号等の災害につきましては合併後でございますから、先ほど御説明しましたよう

に応急復旧的なものは予備費を充当して対応させていただいておるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  新システムの導入による経費、どういうシステムが組まれたの

かという部分と、１０月１日の合併に伴うシステムだと思うんですが、それがなぜ１０月以降に

予算が上げられているか、この２点についてお答え願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総合政策課長。 

○総合政策課長（村田 雅典君）  小田議員の御質問、合併対策費の関係だろうと思います。御承

知のとおりだろうと思いますが、４町が合併をする際に旧システムを一つに統合しますよという

のがまず基本でございました。１０月１日には旧システムの統合が済みまして稼働をしておりま

す。１０月１日以降の経費につきまして１,５００万円程度のもの、このことについての内容で

ございますが、例を申し上げますと、例えば、山口銀行を指定金融機関にしたと。そのあたりで

データのフォーマット変換システム、これが約２２０万円、それから、公金等の収納金システム

の開発、これが１８０万円、住民情報のシステム保守の関係のサポートが約８００万円というよ

うな形で、保守業務が主でございます。 

 したがって、１０月１日に持ってくるものについては保守の経費は入っておりません。したが

って、１０月１日以降発生いたします保守業務の経費を計上しておるとこであります。 
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○議長（新山 玄雄君）  小田議員。 

○議員（２３番 小田 貞利君）  その下に新システムの保守が別にあります。これはじゃなぜ分

けられているんですか。 

○議長（新山 玄雄君）  村田総合政策課長。 

○総合政策課長（村田 雅典君）  失礼しました。先ほど申し上げましたのは導入の関係でござい

ます。 

 それから、支援の関係につきましてはお答えした中にも住民基本の情報システムパッケージの

システム保守とかいうようなことで、まとめて御説明しましたので、多少誤解があったかと思い

ますけども、システムの導入の関係と保守の関係ということで２つに分けております。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はございませんか。平野議員。 

○議員（４番 平野 和生君）  事項別明細書の２２７ページなんですけど、今回の台風被害で

４０数箇所の被害が出たとお伺いしております。現年度漁港単独災害復旧箇所を２カ所ほどして

ます。その場所を教えていただけませんか、お願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 ２２７ページの漁港災害復旧事業の２カ所と申しますのは、説明のところで現年度漁港施設単

独災害復旧、それと、現年度漁港施設補助災害復旧事業、この２件ということでよろしいでしょ

うか。はい。現年度漁港施設単独災害復旧事業でございますが、これは台風１８号の影響でござ

います。 

 で、この内訳でございますが、委託料の１９７万円、この概要でございますが、これ件数が

１件でございます。工事請負費、これの３４５万３,０００円の概要でございます。件数につき

ましては漁港が１１件、海岸が１０件となっております。 

 それと、現年度漁港施設補助災害復旧事業でございますが、これは委託料の１,４５３万

５,０００円の概要でございますが、件数にいたしまして１０件、委託は２業者に委託しており

ます。参考までにこの漁港施設の補助災害復旧事業でございますが、漁港が１７件、海岸が

２１件でございます。これはあくまでも台風１８号の被災でございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はございませんか。魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  ４４ページですが、住基ネットのシステムのリースなんですが、

これ各旧４町あったと思うんですが、一つになった場合どうなるんですか、御説明をお願いした

い。経費的なものです。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 
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○財政課長（奈良元正昭君）  住基ネットシステムのリース料の関係ですけども、それぞれ旧、そ

れぞれの総合支所にまだ端末といいますか、機械を設置しておりますので、引き続き旧４町分が

そのまま継続して必要になってくるというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  魚谷議員。 

○議員（１３番 魚谷 洋一君）  ということは利用する側の要するに条件で、今のままのシステ

ムを今のままの配置でやれば、今までどおりのお金が要るということを考え、そういうあれです

か、ことですか。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  引き続き必要になってくるというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それでは、質問させていただきますが、まず最初に、先ほど総務

部長の方から説明がありました第３条関係ですけども、一時借入金を２０億円という話がござい

ましたが、これの中身については先ほど説明を受けましたけども、そういう歳出がわかるのであ

れば、歳出の方に計上をしとくべきではないかというふうに思うわけですが、その辺の御意見を

伺いたいと思います。 

 それと、あと具体的にちょっとページ数でお伺いしますので、担当の課長さんはよくお聞き願

えたらと思います。 

 まず、事項別明細書の方の４７ページ、ポスターの掲示についてというとこがありますが、

４７ページは町長選のポスターですが、そのあとに町議選のポスターもありますが、旧久賀町で

はポスターの掲示については今までずっと特定といいますか、１業者がずっと掲示の作業をして

きた経過がございます。これについては役場側からすれば、なれた人がいいだろうということで

そうあったみたいですけども、やっぱりこの不況の中、いろんな業者が仕事をさしてくれという

声も聞きます。今後はどのような形でこれを委託していくのか、それをお伺いします。 

 それから次に、ページ数で７１ページ、３款民生費、児童福祉費のとこの児童公園整備事業

２,２０５万円というのがありますが、これは久賀地区分があるのであれば、それはどこかをお

教え願えたらと思います。 

 それから次に、ページ数で言う１０５ページからですが、１０５ページからずっと農業費のと

こに就農円滑化対策事業補助金、それから、農産物等加工施設管理運営経費、それから、ふれあ

いセンター管理運営経費、それから、産地形成促進施設管理運営経費、それから、省エネハウス

管理運営事業、次に、総合交流ターミナル管理経費という今までになかった、初めて聞く経費な

り事業がありますが、この説明を求めます。 

 それから、１０９ページにあります工事請負費、これについての中身を教えてください。 
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 次に、ページ数で言いますが、１４９ページにあります道路新設改良事業の久賀地区分があれ

ば教えてください。 

 次に、ページ数で１５８ページ、消防施設費、これの工事請負費、久賀地区分があれば教えて

ください。 

 それから、２２５ページ、災害復旧費、先ほども御質問ございましたけども、私はこれ各項に

おいてお聞きしたいと思うんですが、１項の厚生労働施設災害復旧費からずっと、２、３、４、

５項まで、その他の項まであります。これを大変申しわけないんですが、全部久賀地区分があれ

ば、どこかということで教えていただけたらと思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、１点目の一時借入金を歳出に組むべきじゃないかというよう

な御質問ですけれども、この一時借入金というのは支払い資金が不足した場合に一時借入金を起

こしますよと、その限度額を２０億円にしますという御提案でございます。で、これを予算計上

するに当たりましては一時借入金の返済金については、予算計上はする必要はないと。要するに、

利息分だけを予算計上するということになっておりますので、この度の利息分についての予算計

上のみを行っておるということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  それでは、さきに実施されました町長選挙及び町議会一般選挙に係

るポスター掲示場の業者の件でございますけれども、このたびは合併後５０日以内ということで、

非常に短期間で今回新しい初めてのことを経験するわけでありますので、ミスは許されないとい

うような観点から考えまして、今までそれぞれの旧町でやっていただいておりました業者をとい

うことでやらしていただきました。今後につきましては一応随契とか、いろんな形で、公平な形

で業者を選定していきたいというふうに考えております。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  ７１ページの児童公園等整備事業の工事請負費でありますが、

これは橘町の児童遊具の設置工事であります。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えをいたします。 

 １０４ページの経営改善支援事業についての内訳でございますが、概要でございますが、これ

は認定農業者等の農業経営の基盤強化及び啓蒙普及といたしまして、事業といたしましては将来

を見通した農業生産対策、担い手対策のビジョン策定、現実のために必要な活動に関する計画を

定める事業でございます。 
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 それと、１０５ページの就農円滑化対策事業補助金でございますが、これは事業主体がＪＡで

ございまして、橘、油良の新規就農者が対象になっております。それと、同じく１０５ページの

特産対策事業でございますが、これは主にかんきつの推進事業でございます。改植とか、園内道、

スプリンクラー、防風ネット等が対象になります。それと、中山間地域等直接支払い事業でござ

いますが、これは中山間地域等の農用地について生産条件を是正し、多面的機能の維持増進を図

るため、５年間継続して農用地の維持管理を行う農業者等に交付金を交付する制度でございます。 

 １０６ページでございますが、農産物等加工施設管理運営経費でございます。これは旧橘町の

生改連により缶詰とか、ミカンゼリー等の加工販売を行っております。みのり工房というもので

ございます。その下のふれあいセンターの管理運営経費でございますが、これは橘の日良居のＪ

Ａ近くの施設でございます。同じく１０６ページの産地形成促進施設管理運営経費でございます

が、これは旧東和町の下田の服部屋敷の横にございます。 

 １０７ページでございますが、省エネハウス管理運営事業でございますが、これは旧東和の下

田にございます。総合交流ターミナル管理経費でございますが、これも旧東和の道の駅でござい

ます。 

 それと、１０９ページになりますが、工事請負費で旧久賀町分があればということでしたので、

お答えをいたします。説明の１５の工事請負費でございますが１,７２６万円の中に久賀町分と

いたしましては５０万円入っております。これは農道の維持費でございます。 

 それと、１５０ページになります。１５０ページの工事請負費３,９７０万円のうちの旧久賀

町分でございますが、地方特定道路整備事業といたしましては延長１２０メートルの事業費

２,２００万円が入っております。これは椋野地区でございます。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  消防。吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  申しおくれましたが、消防施設につきましては工事請負費、旧東和

町分が３,８７８万８,０００円、旧大島町分が８７１万５,０００円、旧橘町分が２,５００万円

ということで計上させていただいております。これらの施設につきましては一応補助事業等の絡

みです。防火水槽とか、もろもろのものがのっております。そういうことで御認識をお願いいた

したいと思います。 

○議長（新山 玄雄君）  ２２５ページの久賀地区分というの、災害復旧の、２２５ページ。奈良

元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  災害復旧関係で旧久賀町分ということでございますけれども、これ

は箇所については私の方、詳細把握しておりませんが、金額的には把握しておりますので、御紹

介させていただきます。 
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 まず、民生施設の関係ですけども、旧久賀町分の工事請負費が３０万円となっております。あ

と農林水産施設の関係ですけども、これにつきましては農林業施設の単独災害復旧事業の中に旧

久賀町分として１２万６,０００円。それから、漁港災害で、単独災害復旧事業で旧久賀町分と

して工事請負費が７０万円入っております。それから、道路橋梁の単独災害復旧事業で旧久賀町

分が３００万円。それから、住宅災害で旧久賀町分が１５３万６,０００円。それから、学校施

設の補助災害復旧事業で久賀町分３３０万円。それから、社会教育施設として４０万円。それか

ら、保健体育施設として修繕費として８２万２,０００円。それから、工事請負費で６０万

９,０００円。それから、庁舎等の災害復旧として４３０万円。それから、商工観光施設

６６４万５,０００円。それから、その他の公共施設として旧久賀町分が１７９万５,０００円、

これが暫定予算に計上されておる金額でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  省エネハウスは、先ほど旧東和の下田とだけしかお答えいただけ

なかったのですが、もう少し詳しくお願いをいたします。 

 それから、最後の災害復旧ですが、今ずっと御説明を受けたのは、ずっと公共土木全部、あれ

で久賀地区分が、そうですね。先ほど消防施設費のとこ総務課長、他の３町は旧久賀町分が抜け

とったと思うのですが、僕が聞いたのは旧久賀町分を聞いたので、旧久賀町分があればもう一回

お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  吉田総務課長。 

○総務課長（吉田 芳春君）  久賀町分は、今回は計上されておりませんでした。旧東和、旧橘、

旧大島、この旧３町分のみでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  省エネハウスでございますが、これは、以前は蘭が中心でござ

いましたが、今、花の栽培、これを中心に行っております。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  それで、先ほどの１５０ページの工事請負費、椋野地区分を御説

明をされましたが、これは現在、工事にかかってるとこじゃないかというふうに思うわけですが、

ここの工事については地元でもいろいろ議論があって、もう既に椋野には３本道路があるよと。

真ん中に必要であるのかという議論もあったと思うんですが、今後あれを続けていくおつもりで

しょうけども、いわゆる買収についてはきちんと済んでおるのかどうか。というのがこの前も部

長さんにお聞きしましたけども、旧久賀の久保線についてはいろいろ最後ごたごたをしておりま

す。ですから、こういうことがないようにやっぱりきちんと土地の買収については済ましておか

ないと、工事が途中でとまるということになりかねんと思いますので、その辺きちんと土地の買
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収については済んでおるのか、それだけひとつお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  今お尋ねの件でございますが、特に、椋野の地方特定道路整備

事業、これにつきましては平成１２年度から１６年度までが特定道路事業ということで補助を受

けております。１７年度から、予定といたしましては１８年度までですが、山下浜木屋線という

ことで起債の対象での単独事業になろうかと思います。 

 で、今、特定事業のところまでは解決しているというふうに聞いておりますけれども、それか

ら先の用地交渉については、詳細についてはまだ確認しておりませんけれども、まだ交渉途中で

はないかというふうに思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  はい。（「休憩してください」と呼ぶ者あり）はい。 

 暫時休憩します。 

午前10時33分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時34分再開 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。それでは、再開をいたします。 

 先ほどの中本議員の質疑は議事録から削除いたしますので、よろしくお願いします。 

 はい。（発言する者あり）いや、ちょっと尾元議員が先だったです。（発言する者あり）尾元

議員。 

○議員（２４番 尾元  武君）  尾元です。済いません。先ほどの消防施設費関係に関連いたし

ます。説明の１７に公有財産の購入費で土地購入費が上がっております。具体的にどちらの方を

購入される予定なのか、一応説明を求めます。１５８ページ。 

○議長（新山 玄雄君）  １５８ページ。奈良元財政課長。 
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○財政課長（奈良元正昭君）  油良の防火水槽の用地でございます。油良地区の防火水槽の用地で。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。（発言する者あり）ほかに質疑は。魚原議員。 

○議員（１７番 魚原 満晴君）  お尋ねします。 

 ３款の民生費で児童公園整備事業があります。そこの場所と、７１ページです。 

○議長（新山 玄雄君）  ７１、はい。ページ数をできれば。 

○議員（１７番 魚原 満晴君）  ７１ページ。 

○議長（新山 玄雄君）  はい。 

○議員（１７番 魚原 満晴君）  それと、１３９ページの商工費の竜崎温泉の需用費の中の修繕

費、そこの修繕はどこの場所を修繕するのか、ちょっとお尋ねしたいんですが、よろしくお願い

いたします。 

○議長（新山 玄雄君）  馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  児童公園整備事業につきましては、旧橘町の現在、橘庁舎の横

にあります児童遊園、現在も整備中でありますが、そこへ遊具を設置するということであります。 

○議長（新山 玄雄君）  岡村産業建設部長。 

○産業建設部長（岡村 春雄君）  お答えいたします。 

 １３９ページの竜崎温泉管理運営経費でございますが、この修繕費でございます。２６８万

６,０００円でございますが、これは機器のトラブルがあった場合にすぐ対応できるということ

で予算計上をしております。 

○議長（新山 玄雄君）  ええですか。 

○議員（１７番 魚原 満晴君）  いいです。 

○議長（新山 玄雄君）  はい。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。質疑がないようでありますので、質疑を終結いた

します。 

 これより討論を行います。議案第２号、討論はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  反対の立場から討論いたします。 

 まず第１点は、今回先ほど議論があった総合支所をどう位置づけるかと、予算の組み方の問題

です。といいますのは、それぞれ総合支所部門は非常に大事なところなんです。ならば少なくと

も１つの目を起こして、きちっと予算計上すべきだと。来年から云々という話ではありません。

既に出発しております、新しい町は。そういう中で、総合支所部門の位置づけをどうするのか。 

 もう一点は、今回ここへ立ったのは本当に今回の合併はこの予算で見れるように、非常にあい

まいな部分があるというふうに考えております。といいますのは実際的に今回の予算計上の中で、
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例えば、いろんな職員にかかわる部分が予算計上されております。そういう中で議論はありませ

んでしたが、例えば、効率的な予算ということになれば、例えば、町職員間の異動、これは通勤

等を考えれば、かなり非効率ないわゆる職員の異動になっとるというふうに私は考えております。

今回非常に町職員の皆さん方は、私言うんですが、町民の皆さん方も町職員の皆さん方も被害者

だと。本当に今回の合併ほど二分されるものはないと。これが今回のいわゆる暫定予算の私は中

身だというふうに考えております。そういう意味ではやっぱり本来の町の皆さんや町民の皆さん

が早く合意いただけるような中身の予算計上をできるだけ早くやっていく。そしてまた、予算計

上にふさわしい中身、職員間の協力、そのほかやっぱりきちっとやっていくべきだというふうに

考えてます。 

 最後に１点触れます。今回分庁方式になりまして、私たち議員からすれば非常に調査が困難と

いう内容です。といいますのは、総合支所方式ならまだ議員としての活動の範囲においてもかな

りできます。しかし、分庁がゆえにかなり、例えば、時間がとられる。今回みたいに休日を含ん

だらほとんど議案の調査ができないというぐらい厳しい状況でした。この辺もきちっととらえち

ょっていただきたいというふうに思います。 

 最後になりますが、今回これで討論に立つのは最後になるかもわかりませんので、（笑声）一

言言うておきます。（笑声）実際的に、私はいつも言うんですが、いつも本当にこう議案が言う

ちょる政治姿勢の中身だという点を最後に述べておきたいというふうに思います。 

 以上です。（発言する者あり）（笑声） 

○議長（新山 玄雄君）  反対討論になってないね。（発言する者あり）反対討論ですよ。はい。

（発言する者あり）今の反対討論ですよね。（発言する者あり）はい。（笑声） 

○議員（１６番 広田 清晴君）  反対の立場から。確認してください。議長。 

○議長（新山 玄雄君）  はい。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ちょっと議長。 

○議長（新山 玄雄君）  はい。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  一番最初に反対の立場から討論しますと。 

○議長（新山 玄雄君）  はい、そうですね。はい。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  そして、言うたつもりです。 

○議長（新山 玄雄君）  ちょっと最後が。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  テープ起こしてみてください。 

○議長（新山 玄雄君）  はい、わかりました。反対討論でございました。 

 次に、賛成討論の発言を求めます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  討論がないようでありますので、討論を終結します。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１、議案第２号平成１６年度周防大島町一般会計暫定予算の専決処分の承認を求めるこ

とについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立多数であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 暫時休憩します。１１時まで休憩いたします。 

午前10時43分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時00分再開 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。それでは、再開いたします。 

 馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  先ほど申し上げました児童公園整備事業の中で、「橘庁舎の横

の児童公園」と申し上げましたが、「現在整備中の農村公園」ということに訂正しておわびいた

します。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、進行いたします。名称の間違いだったんです。さっき説明の

間違い。（発言する者あり）はい、訂正です。はい。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第３号 

日程第３．議案第４号 

日程第４．議案第５号 

日程第５．議案第６号 

日程第６．議案第７号 

日程第７．議案第８号 

日程第８．議案第９号 

日程第９．議案第１０号 

日程第１０．議案第１１号 

日程第１１．議案第１２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２、議案第３号平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会

計暫定予算の専決処分の承認を求めることについてから、日程第１１、議案第１２号平成１６年

度周防大島町交通災害共済事業特別会計暫定予算の専決処分の承認を求めることについてまでの

１０議案を一括上程し、これを議題とします。 
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 補足説明を求めます。馬野健康福祉部長。 

○健康福祉部長（馬野 正文君）  私からは議案第３号から第６号までの平成１６年度周防大島町

各特別会計暫定予算の専決処分の承認を求めることについて、補足説明を行います。 

 周防大島町各特別会計暫定予算につきましても、一般会計と同様の方針をもって、地方自治法

施行令第２条の規定に基づき予算調整を行い、１０月１日をもちまして職務執行者において専決

処分を行ったものであります。 

 まず、議案第３号国民健康保険事業特別会計暫定予算につきましては、歳入総額７億

１,７６４万２,０００円、歳出総額１１億９４８万７,０００円となっております。 

 歳入では、国民健康保険税２億３,６４０万７,０００円、国庫支出金３億２１１万

１,０００円、療養給付費等交付金１億６,０２０万５,０００円、県支出金３６４万２,０００円、

共同事業交付金として１,４１２万９,０００円等を見込んでおります。 

 歳出は、保険給付費５億９,２１４万９,０００円、老人保健拠出金１億２,７１０万

１,０００円、介護納付金２,９９６万７,０００円、共同事業拠出金１,４６７万７,０００円、

保健事業費９５７万５,０００円、諸支出金として旧町一時借入金返済金２億７,５００万円を計

上しております。また、予備費を３,５９９万円計上しております。 

 次に、議案第４号老人保健事業特別会計暫定予算は、歳入総額１２億５,９９１万２,０００円、

歳出総額１５億２,０１６万４,０００円であります。 

 歳入は、支払い基金交付金を８億１６７万８,０００円、国庫支出金を３億２,０９６万

５,０００円、県支出金を７,８４１万７,０００円と見込み、旧町決算剰余金を含め、諸収入

５,８８５万２,０００円を計上しております。 

 歳出は、療養諸費を１４億４,９６７万円計上し、公債費と諸支出金は旧町一時借入金の返済

金７,０００万円及びその利息を計上いたしました。 

 次に、議案第５号の介護保険事業特別会計暫定予算におきましては、歳入総額は７億

５,５００万５,０００円、歳出総額は８億８,０５８万６,０００円であります。 

 歳入は、介護保険料５,６７１万７,０００円、国庫支出金１億４,３３９万７,０００円、支払

い基金交付金２億２,９４３万４,０００円、県支出金８,９６２万２,０００円を計上し、周防大

島広域連合の解散に伴う決算剰余金を一般会計で受け入れましたので、これに伴う一般会計から

の繰入金２億３,５８２万９,０００円を計上いたしております。 

 歳出は、人件費及び介護認定審査会経費などの総務費で３,０５９万７,０００円、保険給付費

７億６,１１９万６,０００円、財政安定化基金拠出金２４６万４,０００円、介護給付費準備基

金への積立金８,５８２万９,０００円となっております。 

 次に、議案第６号訪問看護事業特別会計暫定予算につきましては、歳入では、療養費交付金
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３９２万３,０００円、利用料５３万１,０００円などを見込み４４５万５,０００円の計上であ

ります。 

 歳出は、人件費などが主なものであり５４６万２,０００円の計上であります。 

 以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  田村環境生活部長。 

○環境生活部長（田村  博君）  それでは引き続きまして、議案第７号から議案第１０号までの

補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第７号簡易水道事業特別会計暫定予算は、歳入総額５,２６６万２,０００円、歳出

総額４億３,１９０万４,０００円であります。 

 歳入の主なものは、給水使用料５,０９４万１,０００円であります。 

 歳出の主なものは、人件費２,３８３万８,０００円、柳井地域広域水道企業団からの受水費

１億２,６４４万６,０００円を含めた維持管理費１億６,１２１万６,０００円、農業集落排水事

業等に係る水道補償事業１億５,８３６万４,０００円、旧町一時借入金返済金７,８００万円で

あります。 

 次に、議案第８号下水道事業特別会計暫定予算では、歳入総額３,８０６万６,０００円、歳出

総額は２億６,４３５万円となっております。 

 歳入では、使用料６３７万６,０００円、国庫支出金３,０７０万円を計上し、歳出におきまし

ては、人件費２,０００万５,０００円、維持管理費１,６３５万円、公共下水道事業費１億

４,０７４万８,０００円、旧町一時借入金返済金８,０００万円を計上しております。 

 次に、議案第９号は、農業集落排水事業特別会計暫定予算であります。 

 歳入総額２,６４６万７,０００円、歳出総額３億２,２９１万５,０００円となっております。 

 歳入では、受益者分担金４７６万８,０００円、農業集落排水使用料１９８万円、県支出金

１,３１０万円、消費税還付金６６１万円を計上いたしております。 

 歳出では、人件費、維持管理費、町内５カ所で実施しております各農業集落排水事業に係る事

業費１,７０２万９,０００円、旧町一時借入金返済金２億９,０００万円を計上しております。 

 次に、議案第１０号漁業集落排水事業特別会計暫定予算は、歳入は、漁業集落排水使用料

１１０万円、歳出は、維持管理費３８７万９,０００円、災害復旧費１２７万２,０００円等を合

わせ５５５万１,０００円の計上であります。 

 以上であります。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  それでは、私の方から議案第１１号渡船事業特別会計暫定予算につ

きまして、御説明いたします。 
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 歳入総額６３９万１,０００円、歳出総額２,２１４万１,０００円を計上いたしております。 

 歳入では、町内３航路の渡船使用料及び手数料４４２万１,０００円、旧町決算剰余金等を見

込んでおります。 

 歳出では、各航路における人件費及び運行に要する経費を計上いたしております。 

 最後に、議案第１２号でございますが、交通災害共済事業特別会計暫定予算であります。 

 歳入では、共済費の収入、共済交付金、旧町決算剰余金等を見込んで６４５万円を計上し、歳

出では、共済見舞金、共済掛金等を見込み５４万円を計上いたしております。 

 以上、各特別会計の暫定予算の概算につきまして補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審

議の上、御議決、御承認を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第３号、質疑はありませんか。（発言する者あり）質疑は一つ一つ受けます。議案第３号

です。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず１件が、今回支出の項で実際的に出ているのが、１つは。 

○議長（新山 玄雄君）  ページを言ってください。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ページ言いましょう。特別会計の１５ページ、（発言する者あ

り）今、議案になっちょる、１つずついくけえ、１つずついきょうるけえ、今の国保しかないん

じゃけえ。（「ない」と呼ぶ者あり）次はまた打ち切ってから。 

○議長（新山 玄雄君）  ちょっと説明をさせます。 

 暫時休憩します。 

午前11時12分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時13分再開 

○議長（新山 玄雄君）  再開をいたします。 

 広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  まず１点は、国保保健福祉総合センター運営費についてであり

ます。 

 この項は、この目は実際的には旧大島町にかかわる分なのか、旧橘町のケアプラザにかかわる

のか、ちょっとわかりにくいので。実際的には、もし、ここを保健福祉総合センター運営費が実

際的には大島町のしまとぴあ部分にかかわるのなら、一般財源化がされたのかどうか、確認して

おきたいというふうに思います。７１８万４,０００円、これが一般財源、いや、ずっと負担金

で始まって、補助金に変わって、ずっと特調で入ってきようったいね。そういう環境の中で、実

際的には、これは一般財源化されたものが交付税で入ってきたのかどうなのか、それちょっと確
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認しておきたいというふうに思います。 

 それと、もう一点が旧町借入金返済金、これはいわゆる建物を一括返済したのかどうなのか、

聞いておきたいというふうに。これは１８ページです。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  ２点ほど御質問いただきましたけど、まず、保健福祉総合センター

の運営管理費ですけども、これは議員さんおっしゃるとおり、旧大島町のしまとぴあスカイセン

ターの管理運営経費でございます。で、歳入の７１８万４,０００円、財源ですけれども、これ

は今、暫定予算ですから、一般財源として上げておりますけれども、これは従来どおり特調で入

ってくる見込みでございます。 

 で、もう一点、１８ページの旧町一時借入金返還金２億７,５００万円でございますけれども、

これにつきましては他の特別会計にもすべて共通するんですけれども、旧町で、９月末でそれぞ

れの出納閉鎖いたしました。旧町の会計の。これにつきまして特別会計におきましては、決算を

打つ際に歳入歳出が合っておりません。年度途中の決算ということでございます。で、それぞれ

各会計でマイナスが生じました。ですから、これをプラス・マイナス・ゼロで収支のバランスを

合わすために、それぞれ各会計で一時借入金を起こして収支ゼロの決算を打たしていただいてお

ります。新町におきまして債権債務はすべて継承するということでございますから、新町におき

ましてその一時借入金を返済するということで、ここに諸支出金として返還金を計上しておると

いうことでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  そうなると、今の答弁を聞くと、それぞれ各町のいわゆる旧町

の特別会計の処分分が出てきますよね、処分。いわゆる９月末、１０月１日で処分したわけです

から、各町の処分費、いわゆる借入金処分、返済金が各町ごとに出ちょると思うんです。それを

改めて報告。 

 それと、もう一点は今回、今まで説明してきたのは、基本的にはいわゆる一般会計と同様の処

理の仕方ということで説明されてきたというふうに思うんですが、これも改めてやっぱり同じよ

うな処理と、同じような処理と言ったら聞き取りにくいかもわからんが、実際的には同じ処理と

いうことで受け取っておきます。ほいじゃちょっとその中身。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  まず、一般会計と同じ処理かということでございます。要するに、

一般会計と同様の方針で予算編成は行っておるということでございます。 

 で、各旧４町の決算の状況といいますか、まず、久賀町分ですけれども、久賀町が国民健康保

険特別会計につきましては４,５００万円の一時借入金を起こして収支ゼロ、旧大島町につきま
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しては９,０００万円、旧東和町が４,０００万円、旧橘町が１億円、合わせて２億７,５００万

円の一時借入金を起こしまして、収支ゼロの決算見込みということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  そうすると、実際的にはその他の部分、例えば、旧町でそれぞ

れ国保会計に、例えば、その他財源として入ってきた部分、例えば、一般会計繰入金として入れ

た部分、これは結局は処理した上でそれだけのいわゆるゼロ決算ちゅうことになるんですか、そ

の処理した上でゼロ決算。例えば、それぞれが一般会計から繰り入れして、実際的にはやってき

ました。例えば、県もありますし、町単独でもあります。その辺はきちっと処理して、なおかつ

これだけのいわゆる赤字──赤字と言っちゃおかしいが、それにしたということでよろしいか。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  年度途中での決算ということでございますから、それぞれ国、県内

の組織等もすべて入ってきておりませんので、それぞれ各一般会計からそれらの繰り入れを行い、

最終的に一時借入金を起こして収支ゼロの決算に持っていったということでございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結します。 

 議案第４号、質疑はありませんか。４号に移ります。ございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。ないようでありますので、質疑を終結いたします。 

 議案第５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第７号、質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  簡易水道特別会計ですが、これはいわゆる柳井地区の広域企業団

に受水費をお支払いするということですが、旧各４町の１日の責任水量とこれまでの平均、１日

にどれだけ実際には受水をしとるか、これがわかれば教えてください。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  それでは、お答えします。 

 水道受水量ですが、旧久賀町が１日が１,４８５、旧大島町１,９８０、旧東和町２,７７０、
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旧橘町が１,９８０で、現在、４町合わせまして、旧町合わせまして８,２１５トン、１５立米が

１日の受水となっております。 

 それと、どれぐらい使ってるかということでありますが、これは今、月での集計しか資料あり

ませんけど、それでよろしいでしょうか。１０月で供給量が──供給量といいますか、使った量

が１６万７,０６６立米になっております。１０月の責任水量が２５万４,６６５立米となってお

りますので、その差額は使ってないということになります。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  課長、申しわけない。例えば、旧久賀、１日の責任水量１,４８５ト

ンですが、そのうち、だから、何十％というか、例えば、９０％ぐらいは使ってるよ、あとの

１０％は余ってるよと、そういう答えが欲しかったんですが。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  旧久賀町で言いますと、約８割ぐらいを使用しております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  申しわけない。あとの３町もですが、それを。わかりませんか、

わからなかったら後でもいいです。 

○議長（新山 玄雄君）  はい、後ほど。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  はい。 

○議長（新山 玄雄君）  ええですか。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  はい。 

○議長（新山 玄雄君）  じゃ後ほどということです。 

 ほかに質疑は。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  ２１番、平川です。ページ８ページの１目維持管理費でござい

ますが、その中の１３節委託料でございます。この中で３４５万６,０００円というのが説明に

入ってるんですが、説明じゃなく、金額の方が３６２万６,０００円ということで１７万円ほど

の何か委託料が別にあればお答え願います。 

 それと、水質検査の２００万円と上がっております。これは貯水池の検査だろうと思うんです。

で、これ議題外だったら失礼しますが、配水管の掃除というのはやっておられるのかどうか、そ

の２点をお願いいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  お答えします。 

- 148 - 



 配水管の掃除については、その都度ということで対応をいたしております。 

 それと、８ページの１３委託料でしょうか。（「そうです」と呼ぶ者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  ただいまの御質問ですけれども、まず、目１の維持管理費の委託料

が３６２万６,０００円になっておると。で、次の８ページで委託料の合計が３４５万

６,０００円となってます。これはまず、維持管理経費の委託料が３４５万６,０００円ですと。

で、その下にもう一つ飲料水供給施設維持管理費というのがまた二重丸してあると思うんですが、

この中に委託料として１７万円がございます。しかし、それを合わせてこの目１の維持管理経費

の委託料が３６２万６,０００円ですということでございます。よろしくお願いいたします。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  了解しました。 

○議長（新山 玄雄君）  はい。中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  ８ページと９ページの工事請負のところです。あれ場所は、工

事はどことどこなんじゃろうか、工事の場所。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  お答えします。 

 この工事につきましては今、沖浦地区が沖浦西、東地区ということで農業集落排水の工事を行

っております。それに伴う水道管の移設、それと、今ここの大島町役場前の県道改良を行ってお

ります。それの県道改良に伴います水道管の移設の工事費がここに入っております。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  １つは、実際的に今、答弁があったように沖浦地区の工事関係、

沖浦地域の水道補てん事業ということで組まれております水道移転補償工事、これについては一

応下水の方は一応一括して、いわゆる各業者がとられましたが、やっぱり地元業者育成という意

味では水道の部分についてはそれぞれ地元業者ということで、実際的には分割でもできんものか

なということは議論してきましたが、実態はどういうふうになっとるのか、聞いておきたいとい

うふうに。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  水道の移設工事につきましては、下水の工事を落札した業者に一応

随契というような形でやってもらっております。といいますのは、工事が同じ場所になりますの

で、なかなか他の業者を入れてやるということも難しいような状況もありますので、そういった

形で施行させてもらっております。 

 以上です。 
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○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ここも先ほどの国保と同じような形態をとっておりますので、

同じ角度から質問しておきたいというふうに思います。今回実際的に打ち切り決算をして、新た

に町に受け入れということで、旧町の部分は返済金として７,８００万円計上されております。

それぞれ旧町ごとに報告を求めておきたいというふうに。 

○議長（新山 玄雄君）  奈良元財政課長。 

○財政課長（奈良元正昭君）  簡易水道の決算見込みでございますけれども、旧久賀町で

２,８００万円、それから、旧東和町で５,０００万円のそれぞれ一時借入金を起こしまして、合

計で７,８００万円の一時借入金となっております。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。ほかに質疑はございませんか。平川議員。 

○議員（２１番 平川 敏郎君）  先ほどは失礼しました。さっきの委託料の件なんですが、これ

はメーター器検針というのと、あと１３の一番下にある施設監視点検というのがありますが、こ

れは別項目だから、こういうように分かれるんですか、それともできるものなら一緒に委託料の

とこへ今後入れていただくと読みやすいんですが、その辺ちょっとお聞きします。 

○議長（新山 玄雄君）  上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  今、御質問ありましたようにメーターの管理、施設の管理というと

こでありますが、メーターの管理は今、周防大島町内すべて委託というような形で検針をいたし

ております。また、この施設につきましては水道施設の管理ということでありまして、ちょっと

若干意味合いが違うので、そういう形で計上させてもらってるということであります。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、移ります。 

 議案第８号、質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  下水道事業特別会計についてお伺いしますが、このたび久賀地区

において初めて基本計画の策定についてということで予算計上がなされております。これから久

賀地区も下水道工事ができるものというふうに思いますが、そこで、お聞きしますけども、基本

計画の中には大まかにどの辺までいわゆる下水道工事を久賀地区でやられる考えがあるのか、例

えば、以前も議論がありましたけども、山手についてはいわゆる今のまま──今のままといいま

すか、合併浄化槽のままでいくとか、いろいろ議論あったと思うんですが、本管をつなぐいわゆ

る下水道工事はどのあたりまでを考えておるのか、その辺の御説明をひとつお願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 
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○下水道課長（嶋元 則昭君）  それでは、久賀町特定環境保全公共下水道の計画について御説明

いたします。 

 久賀町の事業につきましては、９月中に入札をいたしまして、新町になってから今、協議を進

めております。そして、現在、測量、そして、処理区域の範囲、それから、処理場の位置につい

てコンサルに委託をお願いしております。そして、お金がたくさんかかるような山手の位置とい

うのはやはり下水やると高額な費用を伴いますので、経費のかからない方法でやっていきたいと

思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  じゃ具体的にどのあたりまでの地区はいわゆる下水道工事でやる

ということが、図面があるのならちょっと後からでもいいですから示してほしいと思いますが。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  現在、調査中でありまして、計画がまた明確になり次第また御提

示申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  私、公共下水道の部分はほとんどわかりません。ですから、ち

ょっと質疑をしちょきたいというふうに思いますが、公共下水道の場合は法律により１００％加

入ということで進めてこられた、旧東和と旧橘についてはですね。今回いわゆる使用料として入

ってきますよね。それは全部加入で、その上に実際３カ月分を組んだということでよろしいのか

どうなのか。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  公共下水につきましては、下水道法により地域を指定されれば、

全員加入となります。そして、負担金というのは現在も事業を実施して、水を流すようになった

ところから、今、公共下水の場合には平米当たり３００円というので分担金を徴収しております。 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回歳入の中で６３６万５,０００円。 

○議長（新山 玄雄君）  ページ数を言うて。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  ごめんなさい、３ページ。というのがあります。これも同じよ

うな、例えば、３カ月のいわゆる歳入見込みで組まれたと、あくまで３カ月分ということで。そ

れで、いわゆる滞納分が１万１,０００円と、入る予定ということで組まれたということなのか

どうなのか。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  暫定期間に入ると思われる金額です。 
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○議長（新山 玄雄君）  いいですか。中本議員。 

○議員（２０番 中本 博明君）  また同じようなことを聞くんですが、８ページの工事、あれ場

所はどこからどこまでなのか、部落名で教えてください。部落がもしまたがっておれば。８ペー

ジの１５です。 

○議長（新山 玄雄君）  工事請負費ね。 

○議員（２０番 中本 博明君）  安下庄地区のどこからどこまでか。 

○議長（新山 玄雄君）  嶋元下水道課長。 

○下水道課長（嶋元 則昭君）  この工事請負費につきましては暫定期間に支払いをするというの

で三ツ松地区と、それと、安下庄の安高地区ですか、そこの地域の金額です。 

○議長（新山 玄雄君）  ええですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 それでは、移ります。 

 議案第９号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。 

 議案第１０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  暫時ちょっと休憩。 

午前11時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時39分再開 

○議長（新山 玄雄君）  先ほどの答弁、上元水道課長。 

○水道課長（上元 勝見君）  先ほど浜戸議員さんから御質問のありました各町がどれぐらい使っ

てるかというパーセンテージですが、先ほど旧久賀が８０％と申しました。旧大島が８２、旧東

和、旧橘につきましては約６０％です。これはあくまでも１０月分の水量ということで御了解願

いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（新山 玄雄君）  それでは、移ります。 

 議案第１１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 移ります。 

 議案第１２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 

 まず、議案第３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２、議案第３号平成１６年度周防大島町国民健康保険事業特別会計暫定予算の専決処分

の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第３、議案第４号平成１６年度周防大島町老人保健事業特別会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第４、議案第５号平成１６年度周防大島町介護保険事業特別会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第５、議案第６号平成１６年度周防大島町訪問看護事業特別会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第６、議案第７号平成１６年度周防大島町簡易水道事業特別会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第７、議案第８号平成１６年度周防大島町下水道事業特別会計暫定予算の専決処分の承認

を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第８、議案第９号平成１６年度周防大島町農業集落排水事業特別会計暫定予算の専決処分

の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第１０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第９、議案第１０号平成１６年度周防大島町漁業集落排水事業特別会計暫定予算の専決処

分の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第１１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１０、議案第１１号平成１６年度周防大島町渡船事業特別会計暫定予算の専決処分の承

認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  全員賛成であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第１２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１１、議案第１２号平成１６年度周防大島町交通災害共済事業特別会計暫定予算の専決

処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１２．議案第１３号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１２、議案第１３号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計

暫定予算の専決処分の承認を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  議案第１３号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会

計暫定予算について、補足説明を申し上げます。 

 この専決処分は周防大島町公営企業局の本予算成立までのつなぎ予算としまして、地方自治法

第１７９条第１項の規定により専決処分をいたしたもので、同条第３項の規定により町議会に報

告し、承認を求めるものであります。 
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 それでは、お手元の平成１６年度周防大島町各会計歳入歳出暫定予算書の４９ページの平成

１６年度周防大島町公営企業局企業会計暫定予算をお開きいただきたいと思います。 

 第１条は、総則でございます。 

 第２条は、業務の予定量を定めるもので、病床数では周防大島町立東和病院を１３１床、周防

大島町立橘病院を３６床、周防大島町立大島病院を９９床、合計で２６６床と定めるものであり

ます。入所定員では、周防大島町立介護老人保健施設やすらぎ苑を５０人、周防大島町立介護老

人保健施設さざなみ苑を５０人、合計で１００人と定めるものであります。 

 次の患者数では入院を東和病院に９,７３４人、橘病院に３,１７４人、大島病院に

８,５５６人、合計で２万１,４６４人、外来を東和病院に１万３,７８８人、橘病院に

９,７８２人、大島病院に８,７６７人、合計で３万２,３３７人と見込むものであります。入所

では介護老人保健施設の利用者数をやすらぎ苑に４,５１７人、さざなみ苑に４,４４４人、合計

で８,９６１人、通所では、やすらぎ苑に４１３人、さざなみ苑に３６０人、合計で７７３人と

見込むものであります。 

 次の１日平均患者数でございますけど、これは入院患者数、外来患者数、入所者数を診療日数

で除したものでございます。入院を東和病院１０５.８人、橘病院３４.５人、大島病院９３人、

合計で２３３.３人、外来を東和病院２３３.７人、橘病院１６５.８人、大島病院１４８.６人、

合計で５４８.１人とし、入所をやすらぎ苑４９.１人、さざなみ苑４８.３人、合計で９７.４人、

通所、やすらぎ苑７人、さざなみ苑６.１人、合計で１３.１人とするものでございます。 

 次に、主要な建設改良事業の病院改築事業費でございますが、東和病院に台風被害の復旧工事

費４,７５７万７,０００円、東病棟の外壁のひび割れ及びサッシの取りかえ工事費９,６２４万

８,０００円、西病棟の外壁ひび割れ改修工事費４,３４９万４,０００円、給水配管改修工事

９０６万９,０００円で、合計１億９,６３８万８,０００円、橘病院に台風被害の復旧工事費で

１億２,７１３万４,０００円、大島病院に台風被害の復旧工事費で３２３万４,０００円、やす

らぎ苑に台風被害の復旧工事費で３８３万３,０００円、さざなみ苑に台風被害の復旧工事費で

８,４７５万６,０００円、大島看護専門学校に台風被害の復旧工事費で６９６万６,０００円、

病院改築事業費合計で４億２,２３１万１,０００円を計上するもので、医療機械器具購入費では、

橘町病院に台風による医療機械器具の復旧費１億４,９６９万６,０００円、大島病院にマルチス

ライスＣＴ４,９４５万５,０００円、合計で１億９,９１５万１,０００円を計上いたしておりま

す。 

 次に、第３条は、収益的収入及び支出について定めるものであります。 

 収入では、東和病院に３億５,４５０万１,０００円、橘病院に１億４,３９０万３,０００円、

大島病院に２億４,４３２万４,０００円、やすらぎ苑に６,２５５万４,０００円、さざなみ苑に
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５,８３０万２,０００円、大島看護専門学校に３,５３６万６,０００円、合計で８億

９,８９５万円を予定するものであります。 

 支出では、東和病院に４億４,２９８万２,０００円、橘病院に１億７,７４６万１,０００円、

大島病院に２億９,３１４万７,０００円、やすらぎ苑に７,０２１万３,０００円、さざなみ苑に

６,６６２万７,０００円、大島看護専門学校に５,６９２万７,０００円、合計で１１億７３５万

７,０００円を予定するものであります。 

 次に、第４条は、資本的収入及び支出について定めるものであります。 

 収入では、東和病院に９８億２,４５５万円、橘病院に２億７,６７０万円、大島病院に

５,２６０万円、やすらぎ苑に３８０万円、さざなみ苑に８,４７０万円、大島看護専門学校に

６９０万円、合計で１０２億４,９２５万円を予定するものであります。 

 なお、このうち企業債は病院事業債、もしくは災害復旧債として借り入れを予定し、固定資産

売却代金は国債の運用のため、売却を予定するものであります。 

 支出では、東和病院に９８億２,４６３万８,０００円、橘病院に２億７,６８３万円、大島病

院に５,２６８万９,０００円、やすらぎ苑に３８３万３,０００円、さざなみ苑に８,４７５万

６,０００円、大島看護専門学校に６９６万６,０００円、合計で１０２億４,９７１万

２,０００円を予定するものであります。このうち建設改良費は、第２条の主要な建設改良事業

で御説明申し上げましたとおりであります。当初は運用のため、国債の購入を予定するものであ

ります。 

 なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４６万２,０００円は、当年度分、消費

税及び地方消費税、資本的収支調整額で補てんをいたすものであります。 

 なお、第３条と第４条の詳細につきましては、予算書の最後にあります平成１６年度周防大島

町公営企業局企業会計歳入歳出暫定予算事項別明細書の１ページから２２ページに平成１６年度

周防大島町公営企業局企業会計暫定予算実施計画を添付いたしております。 

 次に、第５条は、企業債について借り入れの目的、限度額、方法、利率及び償還の方法を定め

るものであります。これは企業債の借り入れの目的を建設改良とし、借入限度額を合計で６億

２,１００万円とし、借り入れの方法を証書借り入れとし、借入利率を６％以内として、償還の

方法を借入先の融資条件によるものと定めるものでございます。 

 次に、第６条は、一時借入金について定めるものであります。一時借入金の限度額を１０億円

と定めるものであります。 

 次に、第７条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費について定めるもので

あります。これは給与費と公債費を流用できない経費とし、給与費を東和病院に２億５,４３６万

９,０００円、橘病院に９,６１２万４,０００円、大島病院に１億８,２７７万８,０００円、や
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すらぎ苑に５,０７６万９,０００円、さざなみ苑に４,４５７万６,０００円、大島看護専門学校

に３,９７９万３,０００円で、合計を６億６,８４０万９,０００円とするものであります。 

 次に、公債費は、東和病院に４１万円、橘病院に１７万３,０００円、大島病院に３０万

６,０００円、やすらぎ苑に７万９,０００円、さざなみ苑に７万５,０００円、大島看護専門学

校に３万８,０００円で、合計を１０８万１,０００円とするものであります。 

 次に、第８条は、棚卸資産購入限度額について定めるものであります。これは薬品や診療材料

や給食材料等の貯蔵品の購入の限度額を定め、東和病院に１,１３１万円、橘病院に３,６４１万

円、大島病院に６,９７８万７,０００円、大島看護専門学校に４０７万９,０００円、合計を

１億２,１５８万６,０００円とするものであります。 

 次に、第９条は、重要な資産の取得及び処分について定めるものであります。これは地方公営

企業法の施行令第２６条の３の規定により７００万円以上の建物、医療機械器具の購入・取得及

び処分にするものについて定めるものであります。取得する資産といたしましては、東和病院に

台風被害復旧工事費、給水配管等改修工事、利付国庫債券、橘病院に台風被害復旧工事、マルチ

スライスＣＴ、アルゴンレーザー、一般撮影装置、大島病院にマルチスライスＣＴ、さざなみ苑

に台風被害復旧工事を定め、処分する資産といたしましては、東和病院に利付国庫債券、橘病院

にマルチスライスＣＴ、アルゴンレーザー、一般撮影装置、大島病院にマルチスライスＣＴを定

めるものであります。 

 以上で、議案第１３号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計暫定予算の補足説明を終わ

ります。どうかよろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  暫時休憩をいたします。１時でよろしいでしょうか。じゃ１時まで休憩

をいたします。 

午後０時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時59分再開 

○議長（新山 玄雄君）  再開をいたします。 

 先ほど説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１３号、質疑はありませんか。広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今回いわゆる資本の部分で、重要な資産の取得及び処分につい

てということで９億６,０００万円余りの国債を処分し、そして、購入ということになっており

ます。その点で、１つは、いわゆる処理するところが実際には東和病院ということになっており

ます。きのう実は条例設置で、総務部を置くということで条例ができました。それとの関係も含

めて、いわゆる国債をあてがう、例えば、準備金とか基金とかいうんがあると思いますが、それ
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を充てとるのかどうなのか、いわゆる準備基金、積立金等がありますよね。建設改良そのほか、

それがいわゆる９億６,０００万円のうちの中に入っておるのではなかろうかと思いますが、単

純に預かり金とか、そういう部分だけなのか、聞いておきたいというふうに思います。２点。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  それでは、御質問にお答えいたします。 

 まず、１点の国債の売買を東和病院でということでございますけど、一応運用は総務部でやっ

ております。 

 ただ、総務部の経費というのは地方公営企業法の施行令にございますけど、関連収益・費用の

案分というのがございます。これは３病院とやすらぎ苑とさざなみ苑に案分しております、経費

を。それで、今度予算的にはこういう国債──国債というんですか、総務部の予算についてやる

場合は、館番号の１番。したがいまして、東和病院が館番号１番でございますので、そこに上げ

るようにと県の指導があります。 

 それから、２問目の国債の運用財源でございますけど、減債積立金、それから、建設改良積立

金、退職給与引当金、修繕引当金、利益積立金などを財源にしております。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  今、報告がありましたそれぞれ国債のいわゆる中身、例えば、

退職給与引当金以降、建設、そのほかいろんなそれぞれ基金がありますから、それを合算したら

それの金額になるんだろうというふうには想像がつきますが、それぞれが一体今、幾らの状況な

のか、報告を求めておきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  お答えいたします。 

 今、手元に貸借対照表ございませんので、後日御連絡いたします。 

○議長（新山 玄雄君）  ３回目になる。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  はい。 

○議長（新山 玄雄君）  広田議員。 

○議員（１６番 広田 清晴君）  もう一件は、今度は収益的収入及び支出というところで、医業

外収益というのが出てきます。これは通常医業外収益といったら、町を通じて入ってくる分、そ

れと、国から町を通じて入るという部分、直接町から入るという部分があると。ページ数でいき

ますと５１ページが収益的収入及び支出の方になると。医業外収益の方でそれぞれ周防大島町立

東和病院で２,２００万円、それと、橘病院で９３１万６,０００円というふうにそれぞれ入って

おります。これはいわゆる町からの収益というふうにとらえていいのか、国からの収益というふ
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うにとらえていのか、質問しておきたいというふうに思います。 

 それと、先ほどから聞いておられてわかるように、実際的には暫定予算ということで一般会計

予算については一応この間のいわゆる払い部分が対象で、いわゆる予算計上したというのが本来

的な総務部の考え方と、一般会計についてはですね。特別会計についてもそうだということであ

りますが、これは実際的には今後３月までの部分、建設改良等については３月までの部分という

ふうにとらえておってよいのかどうなのか、それも聞いちょきたいというふうに思います。 

○議長（新山 玄雄君）  横山企業局総務部長。 

○公営企業局総務部長（横山 充生君）  それでは、御質問にお答えいたします。 

 まず、医業外収益でございますけど、この中には医業外収益、項で上げておりますので、目、

節がございます。目でいきますと、受取利息配当金、それから、他会計補助金、患者外給食収益、

その他医業外収益というふうになっております。 

 で、お尋ねの町を通じてというのは他会計補助金では上がっております。あとはその他医業外

収益の中には電話料とか、住宅の使用料とかいうふうなのが上がっております。 

 それから、２点目でございますけど、会計方法、一般会計とどうかということでございますけ

ど、一応地方公営企業会計は発生主義でございます。したがいまして、当然未収、未払いが発生

します。だから、一般会計とはちょっと、官庁会計と違って公営企業会計は御存じのように複式

簿記でございます。 

 それから、建設改良を３月までのを上げてるかどうかということでございますけど、これは一

応３カ月の暫定予算で処理しております。上がっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  以前の施設診療組合議会においては旧久賀町に病院をという話が

あったと思いますが、この話についてその後の経過と今後の将来の見通しといいますか、その辺

が計画としてあるのかどうか、話を聞かしてください。（発言する者あり） 

○議長（新山 玄雄君）  浜戸議員さん、予算審議なので、これはまた一般質問でお願いします。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  はい、わかりました。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第１３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 
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 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１２、議案第１３号平成１６年度周防大島町公営企業局企業会計暫定予算の専決処分の

承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１３．議案第１４号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１３、議案第１４号周防大島町指定金融機関の指定の専決処分の

承認を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  議案第１４号周防大島町指定金融機関の指定についての専決処分を

報告し、承認を求めることにつきまして、補足説明を申し上げます。 

 本案は、周防大島町の発足に伴いまして膨大な公金出納事務を処理するため、現金の出納事務

に最も適した金融機関を活用することで、公金取り扱いの効率的運営と安全を図るとともに、事

務の円滑な処理及び住民サービスの向上を図るものであります。株式会社山口銀行を指定金融機

関とすることにつきましては、旧２町での指定金融機関で、事務処理が正確かつ安全であった実

績に加えまして、山口県の指定金融機関でもあるとともに、経営状況も良好であることから指定

につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づきまして専決処分をしたものでありま

して、本議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 以上、議案第１４号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御承認を賜ります

ようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１４号、質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  これも旧久賀町においては農協、ＪＡ山口大島が指定金融機関だ

ったと思うんですが、その場合、会計課には農協の職員が１人おりました。指定機関が変わった

ことにより銀行の行員が今いない状態ですが、この辺職員がかわりにやっておると──かわりと

いいますか、やっておるという状態になっておりますが、いわゆる窓口においては職員が減っと

るわけで、その辺の対応方については今後どのように考えているか、お願いします。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  お答えいたします。 

 旧各町では指定金融機関が同一ではございませんでした。ＪＡ山口大島、合併する前は、旧東

和町は東和農協ということでございました。旧橘、旧大島は山口銀行でございました。 
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 それで、各金融機関から収入役室に各１名ずつの職員派遣が行われておりました。新町になり

まして、指定金融機関を山口銀行にいたしましたが、山口銀行から各総合支所に１名ずつ、さら

に、収入役室があります大島庁舎にはさらにもう一名ということで、今現在５名の職員の派遣を

いただいております。 

○議長（新山 玄雄君）  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第１４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１３、議案第１４号周防大島町指定金融機関の指定の専決処分の承認を求めることにつ

いて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１４．議案第１５号 

日程第１５．議案第１６号 

日程第１６．議案第１７号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１４、議案第１５号柳井地区広域消防組合への加入の専決処分の

承認を求めることについてから、日程第１６、議案第１７号柳井地域広域水道企業団への加入の

専決処分の承認を求めることについてまでの３議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  議案第１５号から議案第１７号までの柳井地区広域消防組合、柳井

地区広域事務組合、柳井地域広域水道企業団への加入についての専決処分を報告し、承認を求め

ることにつきまして、補足説明を申し上げます。 

 本案はこのたびの合併に伴いまして柳井広域圏関係の３一部事務組合から脱退する議決を旧

４町とも６月定例会で御議決をいただき、合併の前日をもちまして脱退をいたしておりました。

新町になりまして、合併の日に周防大島町として加入するものでございます。各関係３一部事務

組合の加入につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づきまして専決処分をしたも

のでありまして、本議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 以上、議案第１５号から１７号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御議決
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を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１５号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１４、議案第１５号柳井地区広域消防組合への加入の専決処分の承認を求めることにつ

いて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第１６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１５、議案第１６号柳井地区広域事務組合への加入の専決処分の承認を求めることにつ

いて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第１７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 
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 日程第１６、議案第１７号柳井地域広域水道企業団への加入の専決処分の承認を求めることに

ついて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１７．議案第１８号 

日程第１８．議案第１９号 

日程第１９．議案第２０号 

日程第２０．議案第２１号 

日程第２１．議案第２２号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第１７、議案第１８号山口県市町村公平委員会への加入の専決処分

の承認を求めることについてから、日程第２１、議案第２２号光市・大和町の廃置分合に伴う山

口県東部地方税整理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を

求めることについてまでの５議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  議案第１８号から議案第２２号までの山口県市町村公平委員会、山

口県市町村非常勤職員公務災害補償組合、山口県自治会館管理組合、山口県東部地方税整理組合

への加入と他の構成町の脱退についての専決処分の報告をし、承認を求めることについて、補足

説明を申し上げます。 

 まず、議案第１８号は、このたびの周防大島町の合併に伴いまして公平委員会からの脱退する

議決を旧４町とも６月定例会で御議決をいただき、合併の前日をもちまして脱退し、合併の日に

周防大島町として加入をすることにつきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたものであり、本議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 次に、議案第１９号、第２０号は、光市・大和町及び宇部市・楠町の合併に伴いまして公平委

員会及び非常勤職員公務災害補償組合から、大和町が１０月４日、楠町、山陽町で組織しており

ます山陽地区消防組合が１１月１日から脱退することにつきまして、地方自治法第１７９条第

１項の規定に基づき専決処分をしたものであり、本議会に報告し、承認を求めるものでございま

す。 

 次に、議案第２１号は、光市・大和町及び宇部市・楠町の合併に伴いまして自治会館管理組合

から、大和町が１０月４日、楠町が１１月１日から脱退することにつきまして、地方自治法第

１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたものであり、本議会に報告し、承認を求めるもの

でございます。 
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 次に、議案第２２号は、光市・大和町の合併に伴いまして東部地方税整理組合から、大和町が

１０月４日から脱退することにつきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処

分をしたものであり、本議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 以上、議案第１８号から第２２号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御承

認を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第１８号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第１９号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２０号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２１号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２２号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第１８号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１７、議案第１８号山口県市町村公平委員会への加入の専決処分の承認を求めることに

ついて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第１９号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１８、議案第１９号山口県市町村公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少及び規

約の変更の専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起

立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第２０号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第１９、議案第２０号光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村非常

勤職員公務災害補償組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を

求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第２１号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２０、議案第２１号光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県自治会館管

理組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を求めることについ

て、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第２２号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２１、議案第２２号光市・大和町の廃置分合に伴う山口県東部地方税整理組合を組織す

る地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を求めることについて、原案のとお

り承認することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２２．議案第２３号 

日程第２３．議案第２４号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２２、議案第２３号光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に

伴う山口県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処

分の承認を求めることについてから、日程第２３、議案第２４号大和町、楠町及び山陽地区消防

組合の脱退に伴う山口県市町村職員退職手当組合の財産処分の専決処分の承認を求めることにつ

いてまでの２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  議案第２３号から議案第２４号までの山口県市町村職員退職手当組

合からの脱退と財産処分についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、補足説明を

申し上げます。 

 まず、議案第２３号は、光市・大和町及び宇部市・楠町の合併に伴いまして退職手当組合から、

大和町が１０月４日、楠町、山陽町で組織いたしております山陽地区消防組合が１１月１日から

脱退することにつきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたもので

あり、本議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 次に、議案第２４号は、光市・大和町及び宇部市・楠町の合併に伴いまして退職手当組合から、

大和町が１０月４日、楠町、山陽町で組織しております山陽地区消防組合が１１月１日から脱退

することにつきまして、財産処分について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づきまして

専決処分をしたものであります。本議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 以上、議案第２３号、２４号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御承認を

賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第２３号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 議案第２４号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 
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 議案第２３号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２２、議案第２３号光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村職員

退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を求めること

について、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第２４号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２３、議案第２４号大和町、楠町及び山陽地区消防組合の脱退に伴う山口県市町村職員

退職手当組合の財産処分の専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２４．議案第２５号 

日程第２５．議案第２６号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２４、議案第２５号光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に

伴う山口県市町村消防団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決

処分の承認を求めることについてから、日程第２５、議案第２６号大和町、楠町及び山陽地区消

防組合の脱退に伴う山口県市町村消防団員補償等組合の財産処分の専決処分の承認を求めること

についてまでの２議案を一括上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  議案第２５号から議案第２６号までの山口県市町村消防団員補償等

組合からの脱退と財産処分についての専決処分を報告し、承認を求めることについて、補足説明

を申し上げます。 

 まず、議案第２５号は、光市・大和町及び宇部市・楠町の合併に伴いまして消防団員補償等組

合から、大和町が１０月４日、楠町、山陽町で組織しております山陽地区消防組合が１１月１日
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から脱退することにつきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専決処分をしたも

のであり、本議会に報告し、承認をお願いするものでございます。 

 次に、議案第２６号は、光市・大和町及び宇部市・楠町の合併に伴いまして消防団員補償等組

合から、大和町が１０月４日、楠町、山陽町で組織しております山陽地区消防組合が１１月１日

から脱退することにつきまして、財産処分について、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き専決処分をしたものであり、本議会に報告し、承認をお願いするものでございます。 

 以上、議案第２０号、２６号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御承認を

賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第２５号、質疑はありませんか。浜戸議員。 

○議員（６番 浜戸 信充君）  議案第１９号からずっとここまではいわゆる合併に伴いそういう

組織をする組合への脱退といいますか、そういうことで組合自体を組織する地方公共団体が減っ

てくるわけですが、今後また来年にかけてこういう合併に伴いどんどん公共団体が減ってくるわ

けですが、その後こういう組織が組合としてやっていけるのかどうか、その場合、各地方公共団

体の負担金がふえてもやるのか、将来的な見通しはこれはどうなのか。 

○議長（新山 玄雄君）  椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  お答えいたします。 

 今まで５６市町村あったわけでございますが、当然市は１４市にあったわけで、これが既に周

南市ができまして減っておりますし、さらにまた、どんどん今減っておるわけでございます。 

 それで、特に問題なのは町村、市はいいんですが、町村の方です。市は結果的に大きくなって

るということなんですが、町村の方がどんどん減っておるという状況でございまして、町村で組

織しております一部事務組合の存続というのは非常に厳しい状況になってきつつあると思ってお

ります。構成町が少なくなることによって実際に存続できるのかというふうな問題も既に町村会

が大体事務局になってるとこが多いんですが、そこでもいろいろ協議をいただいておりますし、

さらに、今度は県域を超えた広域的なものにするべきかとか、または、県の町村会だけではなく

て、全国的な全国町村会というふうな場でもいろいろ議論がなされております。 

 そこで、今すぐにどうこうという結論は出ておりませんが、まだ合併特例法が来年、再来年の

３月までですか、あるということでございますので、それまでにはいろいろまだ御協議がなされ

るものと思っております。 

○議長（新山 玄雄君）  ええですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 
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 議案第２６号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論、採決に入ります。 

 議案第２５号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２４、議案第２５号光市・大和町及び宇部市・楠町の廃置分合に伴う山口県市町村消防

団員補償等組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更の専決処分の承認を求めるこ

とについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 議案第２６号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２５、議案第２６号大和町、楠町及び山陽地区消防組合の脱退に伴う山口県市町村消防

団員補償等組合の財産処分の専決処分の承認を求めることについて、原案のとおり承認すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２６．議案第２７号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２６、議案第２７号相互救済事業経営を財団法人全国自治協会に

委託の専決処分の承認を求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 補足説明を求めます。椎木総務部長。 

○総務部長（椎木  巧君）  議案第２７号相互救済事業経営を財団法人全国自治協会に委託する

専決処分を報告し、承認を求めることについて、補足説明を申し上げます。 

 地方自治法第２６３条の２第１項において、「普通地方公共団体は、議会の議決を経て、その

利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより、他の地方公共団体と共同して、火災、

水災、震災、その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事業を行うことができる。」と規
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定されております。この規定に基づきまして、全国の町村で財団法人全国自治協会を組織し、旧

４町をこの協会に公共施設及び公用車の損害保険事業を委託してまいりました。新町の発足に伴

いまして引き続き当協会に損害保険の相互救済事業を委託することとし、地方自治法の規定によ

り議会の議決が必要となりますが、契約の性質上、万が一に備えるものでありまして、契約に空

白の期間を生じさせないために職務執行者において、１０月１日に専決処分を行ったものであり、

本議会に報告し、承認をお願いするものでございます。 

 以上、議案第２７号の補足説明を終わります。何とぞ慎重なる御審議の上、御承認を賜ります

ようよろしくお願いをいたします。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

 議案第２７号、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  質疑なしと認めます。 

 これより討論を行います。議案第２７号、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  討論なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 日程第２６、議案第２７号相互救済事業経営を財団法人全国自治協会に委託の専決処分の承認

を求めることについて、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 暫時休憩します。 

午後１時35分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時37分再開 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか。それでは、再開をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２７．同意第１号 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２７、同意第１号周防大島町教育委員会委員の任命につき同意を

求めることについてを上程し、これを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。中本町長。 

○町長（中本 冨夫君）  教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての提案理由を申

し上げます。 
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 本案は、本年１０月１日の周防大島町発足時に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施

行令第１８条の規定に基づく、大島郡旧４町の教育委員会委員の中から選任をされました５人の

暫定教育委員が本議会の会期末日をもちまして任期満了となります。そのことから後任の教育委

員会委員を選任するものでございます。後任の教育委員といたしましては、合併に伴います住民

のニーズの多様化、複雑化の中で豊富な経験と教育に関して広い見識を有しておられます尾野亜

紀子さん、中原徹也さん、三谷俊雄さん、正久武則さん、平田武さんを周防大島町教育委員会委

員として最適任であると考えますので、その任命につき議会の同意をお願いするものでございま

す。お手元に後任の方の経歴と任期が添えてございますので、何とぞ御同意を賜りますようよろ

しくお願いを申し上げて、提案理由といたします。 

 終わります。 

○議長（新山 玄雄君）  説明が終わりました。 

 お諮りいたします。本件は人事案件でありますので、質疑、討論は省略したいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。 

 これより採決を行います。起立による採決を行います。 

 まず、尾野亜紀子委員の任命につき同意を求めることについて、これに同意することに賛成の

議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、尾野亜紀子委員の任命につき同意するこ

とに決定しました。 

 続きまして、中原徹也委員の任命につき同意を求めることについて、これに同意することに賛

成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、中原徹也委員の任命につき同意すること

に決定いたしました。 

 続きまして、三谷俊雄委員の任命につき同意を求めることについて、これに同意することに賛

成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、三谷俊雄委員の任命につき同意すること

に決定いたしました。 

 続きまして、正久武則委員の任命につき同意を求めることについて、これに同意することに賛
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成の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、正久武則委員の任命につき同意すること

に決定しました。 

 続きまして、平田武委員の任命につき同意を求めることについて、これに同意することに賛成

の議員は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（新山 玄雄君）  起立全員であります。よって、平田武委員の任命につき同意することに

決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

午後１時41分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後３時20分再開 

○議長（新山 玄雄君）  いいですか、おそろいでしょうか。それでは、再開をいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２８．柳井地区広域消防組合議会議員の選挙について 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２８、柳井地区広域消防組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定いたしました。 

 お諮りいたします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。 

 柳井地区広域消防組合議会議員に、魚谷議員、平村議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議長が指名いたしました魚谷議員、平村議員を柳井地区広域消防

組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました魚谷議員、平村議

員が当選されました。 
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 魚谷議員、平村議員が議場におられますので、本席から、会議規則第３３条第２項の規定によ

り、当選の告知をします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２９．柳井地区広域事務組合議会議員の選挙について 

○議長（新山 玄雄君）  日程第２９、柳井地区広域事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。 

 柳井地区広域事務組合議会議員に、尾元議員、伊藤秀行議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました尾元議員、伊藤秀行議員を柳井地区広域事務組合

議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました尾元議員、伊藤

秀行議員が当選されました。 

 尾元議員、伊藤秀行議員が議場におられますので、本席から、会議規則第３３条第２項の規定

により、当選の告知をします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３０．柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙について 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３０、柳井地域広域水道企業団議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決

定しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議あり

ませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定しました。 

 柳井地域広域水道企業団議会議員に、神岡議員、田村議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました神岡議員、田村議員を柳井地域広域水道企業団議

会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  御異議なしと認めます。（拍手）よって、ただいま指名した神岡議員、

田村議員が当選されました。 

 神岡議員、田村議員が議場におられますので、本席から、会議規則第３３条第２項の規定によ

り、当選の告知をします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３１．議会運営委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（新山 玄雄君）  日程第３１、議会運営委員会の閉会中の継続審査についてを上程し、こ

れを議題といたします。 

 議会運営委員長から議会運営に関すること、議会の会議規則及び委員会条例等に関すること、

議長の諮問に関すること等について、地方自治法第１０９条第６項の規定により、閉会中の特定

事件として委員の任期中の継続審査としたい旨の申し出があります。 

 お諮りします。議会運営委員長の申し出のとおり、申し出事件を委員の任期中の特定事件とし

て、閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（新山 玄雄君）  異議なしと認めます。よって、議会運営委員長の申し出のとおり、申し

出事件を委員の任期中の特定事件として、閉会中の継続審査に付することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（新山 玄雄君）  以上をもちまして本臨時会に付議された案件の審議は全部議了いたしま

した。 

 これにて平成１６年第１回臨時会を閉会いたします。 

午後３時25分閉会 

────────────────────────────── 
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